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おわりに

はじめに

本稿の目的は, EUおよびスイスにおける議論の考察を通じて，我が国にお

ける競争制限行為の準拠法について解釈論上検討することである。

競争制限行為とは， カルテルなど，市場における公正かつ自由な競争を制限
する行為である。競争制限行為の実質法上の規制は，米国を除き，従来，競争

当局による排除命令や，課徴金といった公的執行が主であった。 しかし， 公的

執行を補完するものとして，米国に加えてEUなどでも，競争制限行為に対し

差止や損害賠償などの私法上の救済が認められており，近時‘ このような救済

を求める私人による民事訴訟（私訴私的エンフォースメント）が活発化してい

る。本稿では，競争制限行為を理由に差止や損害賠償などの救済を求める私人

の請求（以下， 「競争請求」という｡）の準拠法につき，検討を試みる。

各国の実質法(1)の内容において，違法とされる競争制限行為の類型や，被害
者に認められる賠償額など，競争請求が認められる要件や，認められた場合の

効果は異なっている。たとえば，我が国の「優越的地位の濫用行為」の類型に
ついて, EUのように，市場における一定の占有率という客観的・絶対的な基
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準を要件とする法もあれば， 日本のように，市場における占有率だけでなく ，
取引相手の自身への依存など， 当事者間の相対的な力関係に着目するものもあ

る。また, EUや日本のように消費者の損害賠償請求権を認める法もあれば，

スイスのようにこれを認めていない法もある。効果についても，米国のように

懲罰的損害賠償を認める法や， 日本･EU・スイスのように填補賠償のみを認

めるものもある。このように，競争請求の要件・効果については。各国実質法

の間に相違が存在する。

そこで， 国際カルテルなどが行われた場合，準拠法をどのように決定するか
が問題となる。たとえば， 次のような具体例が考えられる。我が国の企業であ
る原告Xは，製品甲をEU, たとえばドイツで購入する。甲の価格は，競争当

局の調査により，我が国の企業であるYZ間の世界的な価格カルテルにより歪
曲されていたことが明らかとなった。Xは，歪曲された市場価格で甲を購入し

ていたことを知り，損害賠償を求め，取引相手であるYと和解交渉を行った。
しかし，最終的に和解に至らなかったため，株主への対応を考慮した上で, X
はYに対し，我が国の裁判所で損害賠償を求める訴えを提起した。このような
国際カルテルの場合，通常は国際裁判管轄なども問題となる(2)が，本稿は，準
拠法のみを検討対象とする。

本稿では，主にEUおよびスイスにおける議論を参考にして，我が国におい
て競争制限行為の準拠法をどのように決定すべきかにつき，解釈論上の検討を

試みる。以下では， まず，我が国における議論の状況を概観する(1)。その後
EU(2), スイス(3), 米国(4)における議論を考察した上で，若干の検討を行い

(5)，最後に結語を述べる。

1 ~我が国における従来の議論

我が国における従来の議論においては，法の適用に関する通則法（平成18

年法律第78号） （以下， 「通則法」という｡）の制定過程において，市場地法を準

拠法とする明文規定を置くことが主張(3) ・検討されていたが，外国競争法が適
用されることに懸念が示されたため，条文化は見送られた(4)。そのため，現行
法上，競争制限行為の準拠法は解釈に委ねられている(5)。



[西岡和晃］ 競争制|恨行為の準拠法 Z59

競争制限行為の準拠法をめく、っては, (1)外国競争法の適用可能性を肯定すべ

きか否か． および(2)肯定して双方的抵触規則を検討する場合には， どのような

連結を行うべきか｝ が主に問題となる。

第1に，外匡|競争法の適用1]1能性である。外国競争法の適川可能性の問題に

ついては，独占禁止法・競争法が国家の経済政策を体現することから，強行的
適用法規（または公法，介入規範，絶対的強行法規など） とみなされている(6)こ
とを根拠に，準拠法の枠組み外とする見解が示されている(7)。これに対して，
競争請求が問題となる競争法の私法的側imは． 内外国私法間で互換性が認めら

れる法規範であるとして、外国競争法の適用に肯定的な見解も示されている(8)o
第2に，外国競争法の適用可能性を肯定した上で，双方的抵触規則を採用す

る場合の準拠法の決定プロセスである。学脱としては，我が国の実質法上競争
制限行為が不法行為とされていることもあり､抵触法上も不法行為の一般規定

である通則法17条に依拠する説'9)が解釈論として示されている。 17条説の中
でも, 17条の「結果発生地」を外国購入者の営業地と解した上で， その地が

市場地に該当しない場合には, 20条の例外条項によって市場地法に連結する

と主張し，結果的には常に市場地法を適用する説もある('())｡ 17条説以外には‘
通則法の解釈論は見当たらないが，立法論('')や法例（明治31年法律第10号）
のもとでの解釈論('2)として，競争制限行為について，端的に市場地法に連結
するとの説も示されている。

以上の通り，我が国の学説上の議論として，外国競争法の適用可能性につき

争いがあるほか，双方的抵触規則を採用する場合の準拠法の決定プロセスにつ

いても‘必ずしも十分な検討~ ・議論がなされてきたとは言えない。また，競争

制限行為の準拠法について言及した裁判例も見当たらない。そこで， 以下では，

我が国への示唆を得るため, EUおよびスイスにおける議論を考察する。 とい

うのも, EUおよびスイスは，競争制限行為の準拠法についての明文の抵触規
則を有しており，既に一定の議論の蓄積があるからである。なお，米国法も比

較法上重要ではあるが．既に詳細な紹介がなされているため，本稿では簡潔に

言及するにとどめる。
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2. EUにおける議論

EUでは， 「契約外債務の準拠法に関する2007年7月11日の欧州議会およ
び理事会規則(Ec) 864/2007号」 （以下， 「ローマⅡ規則」という｡)(13)が，競争
制限行為の準拠法につき， 6条3項に特別の抵触規則を定めている。なお， 本

稿では扱わないが， ローマⅡ規則は，競争制限行為と密接に関連する不正競争
についても6条1項および2項に特別の抵触規則を定めている。不正競争と
競争制限行為は潜在的に重複しうるが， いずれの抵触規則も市場地法を原則的
な準拠法とすることで，整合的な解釈を一定程度確保している。

（1） 市場地法主義（6条3項）

(a) 私法的側面への限定

ローマⅡ規則の適用範囲が1条のもと，民事および商事事件に限定されてい

るため， 6条3項の特則の適用範囲も，民事および商事事件である私法的側面
に限定され，競争当局による公的執行にかかる公法的側面には， 6条3項は適
用されえない。 したがって,MankowSkiらが指摘するように, 6条3項は，私
的利益の調整を目的とする('4)ものであり， その適用範囲は，競争請求などの
民事責任に限定されるものと思われる。

(b) 効果原則(a号）

a号は，市場が影響を及ぼされる， またはそのおそれがある国の法（市場地
法）を競争制限から生じる契約外債務の準拠法とする。同号は，事業者の本拠
地や損害を生じさせる事実が生じた地ではなく，市場地を連結点としている。
これは，効果原則に基づくものとされる('5)。効果原則のもと市場地国法に連
結する趣旨は，前文21項により， 一般原則である4条の「結果発生地法」主
義の例外ではなく、 むしろ結果発生地法への連結を明確化したものと説明され
ている。同号は，効果原則に基づき市場地国法を準拠法とするが，準拠法の決
定にあたり，連結点に含まれる「市場」と「影響」が明らかとされなければな
らない。
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第1に， 「市場」 とは， ある地理的市場における物品または役務の需要と供
給が一致する地と一般的に理解されている('6)。 もっとも，抵触法上の市場は，
競争制限行為の影響と関連する国家の領域法体系とを連結するために画定さ
れ， 多数説によれば，実質法上求められる複雑な経済分析が必要とされな
い('7)。そのため， 抵触法上の市場は，複雑な経済分析により画定される実質
法上の市場と常に一致するわけではない。 しかし，競争当局による公的執行の
後に行われる競争請求， すなわち追随型訴訟(fbllow-onaction)の場合には，既
に画定された実質法上の市場が抵触法上の市場として依拠されうる(18)o
第2に， 「影響」 とは， カルテルによる価格の上昇など市場における競争条

件の変化と理解されている('9)。この点に関して、 間接的な影響， または些細
な影響を受けるに過ぎない市場も, a号の市場に該当するかが問題となる。 と
いうのも、 a号は，後述のb号とは異なり，文言上市場が影響される程度につ
いて， 直接的かつ実質的であることを求めていないからである。

まず， 直接的な影響に限定するか， 間接的な影響でも足りるかの問題である。
直接的な影響というのは， たとえば， 日本市場を対象とする価格カルテルに
よって、 日本市場での当該物品・サービスの価格が上昇または下落したという
場合である。この場合， 日本市場においてカルテルの直接的な影響が生じてい

る。これに対して， 間接的な影響というのは， たとえば， ある部品に関する日
本でのカルテルの結果日本市場での当該部品の価格が上昇し， その結果日
本のメーカーが､ その部品を組み込んで製造した物品のEU向けの輸出価格も

上昇し, EU市場での販売価格も上昇したというような影響である。この場合‘
日本市場では直接的な影響が生じ， その派生的な結果として、 EU市場でも間
接的な影響が生じている。

この問題については, a号がb号と異なり， 「直接性」に言及していないた

め， 「直接性」は求められないとする説(20)も主張されているが， 多数説(21)は，
6条3項が4条の一般規定を明確化したものであることから‘派生的な結果を
含まず，直接的な影響に限定されると解している(22)。

次に、 実質的な影響に限定するか， 些糾|な影響でも足りるかの問題である。
この問題については，多くの実質法が市場への実質的な影響がなければ競争制
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限行為を違法としないことから，抵触法上も実質的な影響を受けたことを要す
るとの説(23)も主張されているが， 多くの学説は， 「実質性」の文言が立法過程
で削除されていること(24) ， 実質性の要件は実質法上の問題であること(25)など
から．抵触法上は実質性を要求する必要がないと解している。
最後に，市場への影響についての「予見可能性」が必要か否かの問題である。
製造物責任に関する5条と異なり, a号の文言上「予見可能性」への言及がな
いため、予見可能性は不要であるとの説(26)もあるが. MankowSkiは，予見可能
性を要すると立法過程で考えられていたこと(27)を根拠に，予見可能性が必要
であると主張する(28)。
以上の通り, a号については，直接的な影響でなければならないが，実質的
な影響は不要であると解するのが多数説であり，予見可能性については見解が
対立している。

(c) モザイク理論・準拠法の集中(b号）

国際カルテルなどの競争制限行為が複数国の市場または複数の被告と関係す
る場合には，連結点とされる市場が複数存在する。この場合，通説によれば，

モザイク理論に従い，各市場地法が適用される(29)。すなわち, EU,米国， 日
本市場が影響を及ぼされる場合には，各国法が各市場で生じた損害に対し適用

される。 もっとも， モザイク理論については， 各損害に適用されるすべての市
場地法を調査しなければならないことから，被害者の手続上の負担が非常に重

いことが，欠点として指摘されている(30)。
前述の通り， 6条3項a号は， モザイク的連結を採用しているが, b号は，

複数国の市場または複数の被告が関係する場合に，例外として，①法廷地国が
被害者の住所地が所在する構成国であること， および②法廷地国の市場で直接
的かつ実質的な影響が生じていることの2つの要件が満たされる限りで，法廷
地法を唯一の準拠法として一方的に選択することを原告に認めている(31)｡
もっとも， このような準拠法の集中は，例外的な場合の選択肢の’つであり，
原告は， モザイク理論に基づく各市場地法の適用， または法廷地法の排他的な
適用のいずれかを選択できる。
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このような準拠法の集中を認める理由としては， モザイク的連結から生じる
手続負担を軽減し, EU域内における私訴を促進すること(32)が挙げられている。
他方で， フォーラム･ショッピングを制限するために，市場への影響が「実質
的」であることが求められているが， 「実質性」の判断基準は文言上明らかで
はない(33)。

（2） 例外的連結

特別の抵触規則により，市場地国法が原則準拠法とされるが， 当事者の同一
常居所地法の優先的な適用や，既存の法律関係準拠法などへの附従的連結と
いった例外的連結の可否が問題となる。一般不法行為に関する4条では， これ

らは， それぞれ2項および3項に定められている。 しかし， 6条3項は， 明示
的にこれらの規定の適用を留保していないため(謎) ， 4条2項および3項は適
用されず，結局市場地国法からの離脱は認められていない。例外的連結の排
除は，競争法が市場秩序の維持を目的とすること， および6条が特定の法分野
における4条1項の結果発生地を適切に明確化したことを根拠に， ローマⅡ規
則が制定される以前より支持されている(35)。

（3） 当事者による法選択（6条4項） ・法廷地法の累積的適用
さらに， 当事者による法選択の可否が問題となる。一般不法行為については，

当事者による法選択は， 14条のもと認められている。 しかし，競争制限行為
事件における当事者による法選択は， 6条4項により明示的に排除されている。
この排除は，競争請求において， 違反者の被害者に対する民事責任が問題とな
るものの， その背景には，市場秩序の維持との公益が存在し， 当事者の選択に
より当該公益が損なわれうることを根拠に支持されている(36)。法廷地法の累
積的適用については，我が国とは異なり， ローマⅡ規則では，特別の規定は定
められていない。

3~ スイスにおける議論

スイスでは， 「国際私法に関する1987年12月18日の連邦法」 （以下， 「スイ
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ス国際私法」という｡)(37)の137条に競争制限行為の双方的抵触規則が定められ

ている。スイス国際私法137条は，競争制限行為について，競争制限が被害者

に直接に効果を及ぼす市場地国の法を準拠法とする(1項)。ただし，被害者

に認められる給付については， スイス法が累積的に適用される（2項)。なお，

本稿では扱わないが， スイス国際私法は，競争制限行為と密接に関連する不正

競争についても, 136条に双方的抵触規則を定めている。スイス国際私法も，

EUと同様市場地法を原則的な準拠法とすることで。競争制限行為と不正競
争の準拠法について，整合的な解釈を一定程度確保している。

（1 ） 市場地法主義（ 1項）
(a) 私法的側面への限定

137条の適用範囲は， ローマⅡ規則6条3項と同様に，競争請求を規律する

私法的側面に限定され，競争当局による公的執行を規律する公法的側面は適用

範囲から排除されている(38)。 また， カルテル法の私法的側面では，私的利益
が特別な重要性を有すると指摘されていることもあり(39) ，私法的側面のみを
規律する137条は，公的執行を補完しつつも，私的利益の調整を目的としてい
るものと考えられる。

(b) 効果原則(l項）

スイス国際私法137条’項は， カルテル法上広く認められる効果原則に基づ

き， 「制限行為が直接に被害者に効果を及ぼす市場地」を連結点とする。この
ような市場地は，すべての市場関係者が予見可能かつ同一の市場ルールのもと

競争を行う地であり， また経済政策および各国主権の抵触を回避すると同時に

事理に適した準拠法を導くため，競争制限行為と最も密接な関連を有する地と
されている(40)o

ここでいう 「市場」とは, EUと同様物やサービスの需要者または供給者
が所在する地と理解されている(4')。なお，抵触法上の市場は，事項的および
時間的要素により画定される実質法上の市場とは異なり，各国家領域に基づき

画定される(42)。
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第2に， 「効果(Betroffbnheir)」とは，市場における被害者の自由競争に対す

る制限とされている(43)。 また， 証拠収集が困難であること， および予防的な
保護が必要とされることから。競争制限効果が及ぼされるおそれも 「効果」と

されている(")。ただし， 多数説によれば， そのようなおそれは，競争制限の
単なる抽象的可能性ではなく，一般的な経済上の経験に基づく考慮のもと， 問

題となる行為が感知可能な競争制限効果を及ぼしうることが求められる(45)。
このような「効果」には，競争制限行為との間に直接因果関係が認められる

ことを求める(46) , 「直接性(Unmittelbarkeit)」の要件が課されている。 「直接性」
の要件は，直接的な競争制限効果が競争法の適用を正当化するとの考えに基づ

き定められている(47)。そのため，競争制限行為の派生的・ 2次的効果は考慮
されず，事実上， 制限行為が直接的効果を及ぼす市場地が連結点となる。

効果の「実質性」については，文言上も要求されてないことから， 抵触法上
の問題ではなく , EUと同様実質性の要件は不要と解するのが多数説であ

り(48) ， 「予見可能性」についても，実質法上の問題であると主張され，抵触法
上の要件ではないと解されている(49)。

(c) モザイク理論

複数国の市場が問題となる場合には，連結点とされる市場が複数存在するが

通説によれば， モザイク的連結が妥当し，各市場地法が適用される(50)。それ
に対して， モザイク理論に基づき各市場地法が適用される場合には， とりわけ
手続が煩雑になり’ その負担が増大しうることから，場合によっては， 主たる
競争制限効果が生じた市場地国の法や，違反者の本拠地法など，単一の法を適
用しようとする説も主張されている(51)。 しかし’ 主たる効果が生じた市場地
については，多くの場合，窓意的な判断を介することなく，主たる効果が及ぼ
された市場を特定できないとの批判が，違反者の本拠地については，違反者の

本拠地法は， 問題となる行為を規制する利益を有しえないだけでなく， 適用さ

れる競争法が違反者の選択に依拠するため’ 当事者の機会と武器の平等原則

(PrinzipderChancen-undWaffEngleichheit), すなわち平等な競争を害しうるとの批
判がなされている(52)o
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（2）例外的連結

既存の法律関係準拠法への附従的連結は， 一般不法行為においては, 133条
3項に定められている。 しかし, 137条は， これを明示的に留保しておらず，
その適用は，通説によれば排除されている(53)。この規定の適用排除は，市場
地法からの逸脱により，被害者への救済が認められず，市場秩序の維持という
目的が果たされないことを根拠に支持されている(54)。また, 15条の例外条項
についても, 137条において連結点とされる市場地は､経済政策および各国主
権の抵触を回避すると同時に，事理に適した準拠法を導くため， 例外的な連結
はほぼ認められないとされている(55)。

（3） 当事者による法選択・法廷地法の累積的適用（2項）

当事者による法選択は，一般不法行為において, 132条のもとスイス法の事
後的選択のみが認められている。 しかし，競争制限行為については，肯定説と
否定説が対立している。否定説(56)は， 当事者による法選択が明示的に留保さ
れていないことに加え， 多くの場合， スイス法が問題となる行為を規制する利
益を有しないことを根拠としている。これに対して, Vischerらが主張する肯
定説(57)は，競争制限行為といえども，損害賠償などの民事的側面については
当事者の処分権を肯定すべきであること(58)のほか， 後述の2項が被害者に認
められる給付につきスイス法の累積的適用を定めていること(59)を根拠に，損
害賠償などの問題についてのみ当事者によるスイス法の事後的選択を認めてい
る。この説によれば， 問題となる行為が競争法に違反するかは市場地法に規律
され，損害賠償額などの民事法的側面はスイス法に規律される。

137条2項は，競争制限行為に関する特別の公序条項であり，被害者に認め
られる給付(Leistung)について， スイス法の累積的適用を定めている。そのた
め、外国カルテル法が適用される場合においても， スイス法上認められる以上
の損害賠償や3倍額賠償などの懲罰的損害賠償は認められない(60)。また， ス
イス法の累積的適用の対象は，損害賠償などの被害者に認められる給付に限定
され，行為の違法性や因果関係，有責性といった責任要件には及ばない(61)。
同項は，公序を具体化したものであることから， 常に適用されるものでなく，
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スイス法上の基準を明白かつ著しく侵害する場合に適用される(62)。

4~米国における議論(63

米国は，本稿では簡潔な言及にとどめるが，一方主義的立場を採用している。

米国では， そもそも私法公法を区別する意識が希薄であり，法の実現手段の1
つである民事的救済に制裁・抑止機能が求められていること， および競争法が

主に規制法としての性質を有していることから，反トラスト法が関連する抵触
法上の問題は， いわゆる「域外適用」の問題として扱われている。また，理論

的な問題として，連邦反トラスト法をめぐる問題は，連邦裁判所の事物管轄に
含まれていることから，連邦反トラスト法が適用される限りで，連邦裁判所の

裁判管轄が認められる。そのため，連邦反トラスト法の適用範囲が実質的に，

事物管轄裁判管轄を判|断することから，米国では，事物管轄と法選択の問題
が融合している。 したがって，米国における連邦反トラスト法の法適用関係を

めぐる議論の中心は，連邦反トラスト法の適用範囲に関する1982年外国取引
反トラスト改善法の解釈である(")。

5~検討

まず，我が国における従来の議論を概観した上で, EU, スイスおよび米国
における議論を考察した。これら諸外国における議論を踏まえた上で，競争制

限行為の準拠法について検討する。競争制限行為の準拠法をめ〈､っては前述の

通り, (1)外国競争法の適用可能性と(2)準拠法の決定プロセスが主に問題となるc

（1） 外国競争法の適用可能性

外国競争法の適用可能性は，競争請求をどのような性質のものと評価するか

によって，見解が分かれている。すなわち，米国のように， 国家利益の実現手

段．公権力行使の，場面と捉える(65)か, EUおよびスイスのように，被害者を
救済する，私的利益を調整する1場面と捉えるか’ である。競争請求を公権力

の行使の，場面と捉える立場からは，競争請求は狭義の国際私法上の問題では
ないとされ， 日本の独禁法違反を理由とする競争請求は，独禁法の域外適用の
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問題として考えられる。

しかし, EUおよびスイスで主張されるように，競争請求は， 間接的に市場

秩序の維持に資するものの，被害者の救済といった私的利益の調整を目的とす

るもの(66)と捉えるべきであり, EUやスイスと同様に，双方的抵触規則によっ
て準拠法を選択．適用して解決すべきであろう。 というのも，競争請求におい

ては，競争当局による公的執行が問題となるのではなく， 各市場地で損害を

被った被害者に対する救済のみが問題となるからである。また，被害者の救済

は競争当局により強制されるものではなく，通常は， 当事者が和解することも
可能であり，争いがある場合には民事訴訟によって解決が図られるものである。

これらを考慮すれば，競争請求の問題も， 通常の不法行為と同様双方的抵触
規則によって準拠法を指定して解決すべき問題と解すべきであろう(67)。

（2） 準拠法の決定プロセス

次に，双方的抵触規則を採用する場合の準拠法の決定プロセスが問題となる。

準拠法の決定プロセスについては，前述の通り，現時点での解釈論としては，
不法行為の一般規定である通則法17条に依拠する説(68)のみが明示的に示され
ている。

(al 通則法17条

通則法17条説によれば， まず， 法益侵害が生じた地である結果発生地の法

が準拠法となり， 「結果発生地」の認定が問題となる。
競争制限行為が侵害する法益は，競争制限行為が市場関係者の競争を制限す

ることを目的としていることを踏まえれば，市場への新規参入や適正な市場価

格での物品等の購入のような各人の競争上の利益であると解せられる。 また，
独占禁止法の，次的な保護対象が市場における競争秩序とされていること(69）
を考慮すれば，結果発生地は、競争制限行為がもたらした金銭的損害の発生地

ではなく，競争秩序から導かれる各人の競争上の利益が存在する市場地と解釈
されるべきであろう(70)。 したがって， そのような競争上の利益が侵害される
市場地が結果発生地となろう。EUおよびスイスも↑ 前述の通り，市場におけ
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る競争条件の変化(71)や被害者の自由競争に対する制限(72)を結果とした上で｛
このような競争制限効果が生じる地を， 一般規定における結果発生地を明確
化・具体化した地としている。当該市場地法の適用は，両当事者にとって予見
可能であり適切なものである。さらに、 当該市場地法の適用は，双方的抵触規
則を採用するEUおよびスイスだけでなく，一方主義を採用する米国において

も採用されており、 判決の国際的調和に資するものでもある。
次に、結果に対し「直接性」や「実質性｣， 「予見可能性」などの要件が求め
られるか否かが問題となる。第1に， 「直接性」についてである。 17条のもと

では， 通説によれば，結果に対し「直接性」が求められており，派生的な結果
は含まないと解されている(73)｡EUにおける多数説も, 6条3項が一般規定で
ある4条1項の結果発生地を明確化したものであることを根拠に， 「直接性」
を求めている(74)。スイスは， 直接的効果が競争法の適用を正当化することを
根拠に，文言上「直接性」を求めている(75)。これらを考慮すれば，競争制限
行為における17条の解釈においても、通説に従い， 「直接性」が要件とされる
べきであろう。

第2に， 「実質性」についてである｡EUおよびスイスにおいて， 「実質性」
は，問題となる行為が競争法に反するか否かの要件であるため，抵触法上では

なく， 実質法上の問題と解するのが多数説である(76)。我が国の解釈において
も, EUおよびスイスと同様抵触法上において要件とする必要はないであろ
う。

第3に‘ 「予見可能性」についてである。 17条の条文_上，結果発生地法が適
用されるためには，結果発生の「予見可能性」が求められている。 「予見可能
性」は, EUでは，立法過程で求められていたことを根拠に主張されている(77）
一方で， スイスでは，実質法上の問題であると主張されている(78)。 もつとも，
競争制限行為は多くの場合，意図的におこなわれるため， 予見可能性は，通常
容易に満たされるであろう。

また， 「予見可能性」が満たされない場合には，加害行為地法が適用される。
加害行為地として，競争法に違反する協定などの締結地など(79)が示されてい
るが， たとえば． 国際カルテルの場合，複数国での会議を経て， カルテル協定
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が締結されることにより，締結地が複数国に及び，加害行為地の解釈が困難で
ある。また，通例は，競争制限効果が生じる市場地国のみが， 問題となる行為
を規制する利益を有することを考慮すれば，加害行為地と市場地とが一致しな
い場合，加害行為地法の適用は，不適切であろう。たとえば， ドイツ市場の競
争制限効果が問題となる事案において，我が国におけるカルテルの締結が加害
行為とされる場合に， カルテルの締結地である我が国の競争法は， ドイツ市場
の効果を規制する利益を有さないであろう。 したがって，競争制限行為につい
ては，加害行為地法の適用は不適切なものであり， 通則法17条但し書きの適
用は排除されるべきであろう。

また， カルテルなどの競争制限行為が複数国の市場に競争制限効果を及ぼす，
いわゆる拡散型不法行為の場合，結果発生地が複数存在するため，準拠法の決
定が問題となる。通則法17条によれば, EUおよびスイスと同様に， モザイ
ク的連結が妥当し，各市場地法が適用されることとなろう。各国が独自の競争
法のもと，市場秩序， 各人の競争上の利益を保護していることを踏まえれば，
各市場地法の分配的な適用は適切であろう。

(b) 通則法20条ないし22条

次に， 通則法17条以下に基づく場合には, 20条の例外条項, 21条の当事者
による事後的法選択， 22条の法廷地法の累積的適用が問題となる。とりわけ，
市場地法からの逸脱が認められるかが問題となる。

(i) 通則法20条：例外条項

第1に， 20条の例外条項についてである｡EUおよびスイスが，競争制限行
為の特則を定めた理由の1つは、市場地法からの逸脱を認めうる同一常居所地
法や既存の法律関係準拠法への例外的連結を排除するためであり，実際に支持
されている(80)。20条の例外条項が，完全に裁量的な性質のものか， あるいは，
同一常居所地法や既存の法律関係準拠法があれば原則的にその法を適用するも
のであるかにつき争いがあるものの， 原則的に適用するとの説(81)を前提とす
れば、市場地法からの逸脱が認められうる。たとえば， ドイツ市場における競
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争が問題となるにもかかわらず．我が国の企業同士の紛争であるとして‘ 同一

常居所地法である我が国の法が適用されるような場合である。

しかし．競争制限行為は， 市場に焦点を当てた行為であり．市場における自

由競争が問題となることを踏まえると， 当事者の同一常居所地法は，市場地法

よりも明らかにより密接な関連性が認められるものではない(82)。そのため，
問題となる市場と関連性を有さず、 問題となる行為を規制する利益を有しない

我が国の法を適用することは．不適切であろう。

なお， 20条を介し市場地法への連結も主張されているが(83) , 17条における
結果発生地が競争制限行為の直接的効果が生じた市場地と解釈されるべきこと

を考慮すれば｛ 20条の例外条項に依拠する必要はないであろう。

(ii) 通則法21条：当事者による事後的法選択

第2に, 21条の当事者による事後的法選択についてである。当事者による

法選択を明示的に排除するEUに加え， スイスの否定説は，主に選択される法
が問題となる行為を規制する利益を有しないことを根拠とする。これに対して

Vischerらは、損害賠償などの民事的側面については当事者の処分権を肯定す

べきであること． および2項が被害者に認められる給付につきスイス法の累積

的適用を定めていることを根拠として，損害賠償などの民事的側面についての

み当事者によるスイス法の事後的選択を認めることを主張している(84)。各国
は，独自の競争法により自国の市場秩序を維持しているが，実務上，競争請求

が和解で解決されうること, EUにおいてもローマⅡ規則6条3項b号が，民

事的側面について原告による一方的な法選択を認めていることを踏まえると、
損害賠償などの民事的側面については当事者の処分権を肯定し， 当事者による

法選択を認める余地もあろう。

(iii) 通則法22条：法廷地法の累積的適用

第3に， 22条の法廷地法の累積的適用についてである。EUは． 累積的適用

に関する規定を定めていない。他方， スイスは、 137条2項に，被害者に認め

られる給付につき， スイス法の累積的適用を認める特別の公序条項を定めてい
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る。我が国は，立法論上の批判があるものの， 22条に法廷地法の累積的適用
を定めている。同条が適用される場合には， 問題となる行為が日本法上も不法
であることが求められている。すなわち， ドイツおよび米国で問題となる行為
であっても，常に我が|玉Iの法によって規律される。 しかし， 22条をそのまま
適用し， 日本法を常に累積的に適用することは， 日本法が問題となる行為を規
制する利益を有しない場合には‘準拠法上認められる救済を排除するとの結果
を導くおそれがあり，不適切であろう。このように， 内国関連性が希薄である
場合には， 日本法の適用は国際的判決調和を乱すこととなる。このような不適
切な結果を回避するためにも，法廷地法の累積的適用には謙抑的な態度をとる
べきであり， 22条の適用場面を制限的に解釈すべきであろう。

おわりに

本稿では，主にEUおよびスイスにおける議論を考察し，競争制限行為の準
拠法について検討した。私見としては， 市場地法からの逸脱を導きうる， 20
条の例外条項， 22条の法廷地法の累積的適用を排除することにより， 通則法
17条の結果発生地である，競争制限行為が直接的効果を及ぼす市場地法の適
用を原則とすべきである。 しかし， その例外として，損害賠償などの民事的側
面についてのみ21条の当事者による事後的法選択を認めるべきであろう。競
争請求をめぐる抵触法上の問題としては‘外国判決の承認・執行の問題などが
残っており， これらの問題については，今後の研究課題としたい。

(1) 競争請求をめく、る各国実質法については，宗田貴行「独禁法民事訴訟』 （しクシ
スネクシス・ジャパン， 2008年） を参照｡EUおよびスイスの最近の動|句について
は，西岡和晃「競争法違反に基づく損害賠償請求-EUおよびスイスの法制度の
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